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国
民
皆
保
険
を
維
持
す
る
た
め
、
平
成

30
年
度
か
ら
新
潟
県
も
国
民
健
康
保
険
制

度
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
県
が
国
保
財
政
の
責
任
主
体
と
な

り
、
市
は
県
に
国
保
事
業
納
付
金
を
納
付

す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

お
も
な
変
更
点

加
入
者
の
資
格
管
理
が
県
単
位
に

　

こ
れ
ま
で
市
町
村
ご
と
に
行
っ
て
い
た

加
入
者
の
資
格
管
理
を
県
単
位
で
管
理
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
再
手
続
き
は
不
要

で
す
）。

・
被
保
険
者
証
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
市

が
発
行
し
ま
す

・
新
し
い
被
保
険
者
証
に
県
名
が
表
記
さ

れ
ま
す
（
平
成
30
年
８
月
の
一
斉
更
新

か
ら
）

・
被
保
険
者
が
、
県
内
に
住
所
異
動
し
て

も
資
格
が
継
続
さ
れ
ま
す

・
県
外
へ
住
所
異
動
し
た
場
合
は
、
村
上
市

お
よ
び
新
潟
県
内
の
資
格
を
失
い
ま
す

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
の
通
算
方
法

が
変
わ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
市
町
村
を
ま
た
い
で
住
所
異

動
し
た
場
合
に
通
算
さ
れ
な
か
っ
た
高
額

　

こ
れ
ま
で
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に

必
要
な
資
格
期
間
（
保
険
料
納
付
済
期
間
と

保
険
料
免
除
期
間
な
ど
の
合
計
期
間
）
は
25

年
で
し
た
。

　

今
年
８
月
１
日
か
ら
は
資
格
期
間
が
10
年

以
上
あ
れ
ば
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

該
当
す
る
人
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

黄
色
の
封
筒
で
順
次
「
年
金
請
求
書
」
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い

人
で
も
、
任
意
加
入
期
間
や
合
算
対
象
期
間

を
含
め
て
年
金
を
受
給
で
き
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
「
資
格
期
間
」
と
は

　

○�

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た
期
間
や

免
除
さ
れ
た
期
間

　

○�

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
期
間
（
船
員
を
含
む

厚
生
年
金
保
険
料
や
共
済
組
合
な
ど
の

加
入
期
間
）

　

○�
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
資

格
期
間
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

【
注
意
】
年
金
の
額
は
、
納
付
し
た
期
間
に

応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
40
年
間
保
険
料
を
納

め
た
人
は
満
額
受
け
取
れ
ま
す
。
10
年
間
の

納
付
で
は
、
受
け
取
る
年
金
額
が
、
お
お
む

ね
そ
の
四
分
の
一
の
額
に
な
り
ま
す
。

療
養
費
の
該
当
回
数
が
、
同
一
県
内
に
住

所
異
動
し
た
場
合
は
通
算
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
（
た
だ
し
、
住
所
異
動
前
と
後

で
、
世
帯
構
成
が
変
わ
ら
な
い
な
ど
の
条

件
が
あ
り
ま
す
）。

新
潟
県
と
村
上
市
の
役
割

新
潟
県

・
財
政
負
担
の
責
任
主
体
と
な
る

・
事
務
の
効
率
化
・
標
準
化
・
広
域
化
を

推
進

・
市
町
村
ご
と
の
国
保
事
業
納
付
金
の
額
、

標
準
的
な
保
険
料
率
の
算
定
・
公
表

・
市
町
村
が
必
要
な
保
険
給
付
費
用
の
全

額
支
払
い

・
市
町
村
の
保
健
事
業
へ
の
必
要
な
助

言
・
指
導

村
上
市

・
国
保
事
業
納
付
金
を
新
潟
県
に
納
付

・
標
準
保
険
料
率
を
参
考
に
保
険
税
率
を

決
定
し
、
賦
課
・
徴
収

・
保
険
給
付
の
決
定

・
保
健
事
業
の
実
施

●
問
い
合
わ
せ　

保
健
医
療
課
国
保
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１（
内
線
２
５
１
～
２
５
４
）

●
問
い
合
わ
せ

　

新
発
田
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　

☎
０
２
５
４
‐
23
‐
２
１
２
８

平
成
30
年
４
月
か
ら

国
民
健
康
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

老
齢
年
金
受
給
資
格

　

⓾
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た

必要な期間10年に短縮！

資格期間15年の人 資格期間15年の人

受け取れるよう
になった。

必要な期間25年

８月１日から これまでは

受け取れない。




